
▶問い合わせ先　高齢者福祉課　いきいき高齢者係　　　0974-22-1001（内線2173）

地域で防ごう…！高齢者虐待
　高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者が、養護者（親族など）や要介護施設従事者（施
設職員）などから受ける不適切な扱いや権利・利益の侵害のことです。
　「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（通称：高齢者虐待
防止法）」では、次の５つの区分を高齢者虐待としています。

　高齢者虐待は、誰もがおこりうる問題です。介護に関する知識不足や長期にわたる介護ストレス、
老老介護や単身介護など孤独を感じて介護疲れの状態になり、ついつらく接してしまうことがあるか
らです。
　身近な高齢者や介護をしている家族に気を配り、声をかけたりしながら孤立を防ぐとともに地域全
体で支えていくことが大切です。
　当事者に限らず、地域の人を含め気になるご家庭がありましたら、迷わず次の相談窓口や民生委員
などにご相談ください。

■地域包括支援センター　☎0974-22-0505（24時間対応）
　各町の地域包括支援センター（８時30分～17時）
　きよかわ ☎080-5217-6432 おおの ☎090-7582-4484
　おがた ☎0974-42-2349 ちとせ ☎0974-37-3110
　あさじ ☎090-4161-0284 いぬかい ☎090-4159-9716

■市役所高齢者福祉課
　　　　　　　　　0974-22-1001
　・在宅高齢者に関する相談
　　いきいき高齢者係（内線2173）
　・施設入所者に関する相談
　　介護保険係（内線2176）　

高齢者虐待
とは

高齢者虐待
５つの区分

◆怒鳴る、ののしる、悪口
を言う、無視する

◆排泄などの失敗を嘲笑
したり、それを人前で話
すなどして恥を

　かかせるなど
◆たたく、つねる、殴る、蹴る、
やけど、打撲させる

◆本人に向けて物を投げつけた
り、壊したりする
◆ベッドにしばりつけたり、意図
的に薬を過剰に与えるなど

◆空腹、脱水、低栄養状態のま
まにする

◆おむつなどを放置する、劣悪
な状態や住環境の中に放置す
るなど

◆排泄の失敗に対して懲罰的に
下半身を裸にして放置する

◆わいせつな行為をする、強要
するなど

◆日常的に必要な金銭を渡さ
ない、使わせない

◆本人の年金や預貯金を無断
で使用する

◆入院や受診、介護保険サー
ビスなど必要な費用を支払
わないなど

相談窓口

心理的虐待

身体的虐待 経済的虐待

介護・
世話の放棄・放任 性的虐待

迷わず相談を

▶問い合わせ先　人権・部落差別解消推進課　人権・部落差別解消推進係　　　0974-22-1001（内線2492）

「水平社宣言」から100年の今
私たちにできること

　新型コロナウイルス感染症拡大への不安は、感染者や医療従事者とその家族などへの差別や暴言、インター
ネット上での偏見に基づく悪質な書き込みなどの人権侵害を生み出しています。
　「人の世に熱あれ、人間に光あれ」
　皆さんは、この言葉を聞いたことがありますか？ この言葉は、今から100年前の大正11（1922）年に発表
された「水平社宣言」の最後の一節です。「水平社宣言」は、「日本初の人権宣言」とも称されており、この宣言
に込められた当時の人々の思いから、コロナ禍を生きる私たちは今、何ができるのでしょうか。

　大正11（1922）年３月３日、京都の岡崎公会堂で、被差
別部落の人々の解放を目指して設立された「全国水平社」
の創立大会で読み上げられた宣言文が「水平社宣言」です。
　この宣言には、長い歴史の中で不当な差別を受けてきた
人々の切実な思いがつづられているだけでなく、人間を尊敬
することによって、すべての人々が部落差別をはじめ、あら
ゆる差別を受けることなく、人間らしく暮らしていける社会
の実現を願う気持ちが込められています。
（※大分県水平社創立大会は、大正13（1924）年３月に別府市で開催）

　「全国に散らばっている、差別を受
けている人々よ、団結せよ。ここに
我々が人間を尊敬することによって、
自ら自由と平等を求める運動を起こし
たのは当然である。我々は、心から人
生の熱と光を求めるものである。水平
社はこうして生まれた。人の世に熱あ
れ、人間に光あれ」

～お互いを尊敬し合うことによって自由と平等を求めた100年～

水平社宣言とは？ 水平社宣言 （現代語版 一部要約）　

　部落差別問題とは、特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に、社会生活の中で
さまざまな差別を受けるという日本固有の人権問題です。
　昔からの間違ったうわさ話や偏見による許しがたい不合理な人権問題であって、差別をする側の問題
です。

部落差別問題とは？

　さまざまな差別の解消に向け、平成28年に「部落差別解消推進法」
「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。
「水平社宣言」から100年後の今、この宣言が目指した「あらゆる差
別を許さず、誰もが一人の人間として尊重される社会」になってい
るでしょうか？
　さまざまなハラスメントが人権問題として取り上げられるように
なったり、多様性をより尊重する社会になりつつある現状など、人
権尊重の意識が高まっていることは確かです。
　一方で、ネット上での誹謗中傷や差別情報の拡散、ヘイトスピー
チ、コロナ禍での人権侵害など、新たな人権問題が発生しています。
　今は100年前とは違い、多くの人が自由に意見を交わせる時代で
す。こうした時代だからこそ、「水平社宣言」に込められた当時の人々
の思いに寄り添い、お互いを「尊敬し合う」ことにより、すべての人
の人権が尊重される真に自由で平等な社会を私たちみんなでつくっ
ていきましょう。

この社会を変えるのは私たち

思いやりの心を育てる「シトラスリボン」づ
くり（放課後チャレンジ教室＆あんしん研究
会＆三重町地域人権教育・啓発推進協議会）

ひ ぼう
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